
ボーナスカット共同本人訴訟（Ⅰ）で、非違行為を  

注意指導したとする管理者の氏名が明らかになる！！

管理者がこんな報告していた！！ 渡邊さんのカット理由１７事象！

原告渡邊事象№１（前北 昭彦助役）

平成２６年４月７日２時４０分頃、仕業庫において、Ｎ７００系（改造）新幹線電車（Ｘ４３編

成）の仕業検査時、ヘルメットを未着用であったため、原告渡邊は管理者から注意指導を受けた。

原告渡邊事象№２（片山 康一助役）

平成２６年４月２７日１７時１５分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ３０編成）の

仕業検査時、パンタグラフ関係検査の際に、チェックシートの記入の時機を誤ったため、原告渡邊

は管理者から注意指導を受けた。

原告渡邊事象№３（丹藤 裕一助役）

平成２６年５月４日２１時１５分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｂ２編成）の仕業

検査時、保護メガネを未着用であったため、原告渡邊は管理者から注意指導を受けた。

原告渡邊事象№４（坊農 勝彦助役）

平成２６年５月１７日１６時４８分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ２４編成）の

仕業検査時、台車部検査の際に、タイヤ踏面の検査手順を誤ったため、原告渡邊は管理者から注意

指導を受けた。

原告渡邊事象№５（横田 浩平助役）

平成２６年６月２９日２２時２４分頃、仕業庫において、７００系新幹線電車（Ｃ４２編成）の

仕業検査時、車両屋根上から降りる際に、転落防止用鎖を外さなかったため、原告渡邊は管理者か

ら注意指導を受けた。

原告渡邊事象№６（横田 浩平助役）

平成２６年７月１日２１時７分頃、仕業庫において、Ｎ７００系（改造）新幹線電車（Ｘ８編成）

の仕業検査時、最終モニタ確認の際に、モニタ画面にて故障表示の確認を行わなかったため、原告

渡邊は管理者から注意指導を受けた。

次回も続きます！
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